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１．はじめに 

 全国各地で人口減少や少子高齢化など社会情勢が大きく変化し、市民の生活

様式や各地域が抱える課題が多様化する中、鳥取市では、画一的な行政運営では

なく、市民・事業者・議会・行政などが協働し、それぞれの特性を活かした持続

可能で豊かな地域社会（まちづくり）の実現をめざして、平成 20 年に鳥取市自

治基本条例（以下、「自治基本条例」といいます。）を制定しました。 

 この自治基本条例は、「市民」と「市」が協働してまちづくりに取り組むこと

を基本理念とした、まちづくりの基本ルールです。同条例第 30 条では、このま

ちづくりの基本ルールが、変化する社会情勢等に適合しているか 4 年を超えな

い期間毎に見直しの必要性を検討することとなっています。 

 自治基本条例制定後、これまでに３度の見直しを行っています。平成 24 年度

に 1回目の見直しが行われ、「危機管理」に関する条項を追加しました。その後

の平成 28 年度では、条例見直しの必要は無いと判断され、令和２年度には、「コ

ミュニティ」「危機管理」「広域連携」の３点について条文の文言を修正しました。

そして、今回は４回目となる見直し検討時期になります。 

 新型コロナウイルス感染症の流行により、さまざまな活動において制約を受

け、自由に活動できない期間が数年間にわたって続きました。この空白期間が残

した爪痕は大きく、市民の生活や価値観は変化し、市民の自治へのかかわり方も

大きく変化しました。地域社会を取り巻く環境が刻々と変化する一方で、本条例

は、鳥取市の自治の規範になるものであることに変わりなく、参画と協働のまち

づくりの推進に向けて、全ての市民にとってわかりやすく身近な存在であり続

けることが求められます。 

また、地区公民館の幅広い活用に向けた取り組みが始まるなど、より多様な主

体のまちづくりへの参画が進んでいることや、大きな災害を経験し、自助・共助・

公助の考えのもと、さまざまな主体が連携し、一丸となって協力体制を整備する

ことの重要性がより一層高まっていることなど、変化する社会情勢を踏まえる

必要があります。 

私たち市民自治推進委員会は、市長からの諮問を受け、上記の経緯を踏まえな

がら、自治基本条例の運用や見直しの必要性について各委員による活発な議論
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を経て本答申にまとめました。 

 鳥取市においては、本答申を参考として、自治基本条例が市民に活用され続け

るまちづくりの基本ルールとなるよう、必要な対応を求めるものです。 

＜市長からの諮問事項＞ 令和６年２月８日受理 

〇 条例各条項が社会情勢に適合しているか 

〇 条例各条項に基づく運用状況の調査 

２．委員会における審議の方針・経過等 

（１）審議における方針（視点） 

①条例については、条例制定時の思いも大切にしながら、条例が鳥取市のまち

づくりの基本ルールとして、その役割を十分果たせているかという視点に

立ち、審議を行いました。 

 ②条例改定ありきの見直しは避けつつ、市各課における条例の運用状況、各条

項における社会情勢の変化への適合状況、条例に基づく取り組み状況、新た

な条項の追加の必要性等について、様々な角度から審議を行いました。 

（２）審議の経過 

委員会では、市長から諮問を受ける前から事前調査を行い、慎重かつ効率的に

審議を行ってきました。 

委員会においては、各委員がそれぞれの立場で、様々な角度から意見を出し合

いました。また、専門的な知識等を有する委員で構成する小委員会を設置し、よ

り深い議論を行いました。 

≪審議経過≫ 

 令和５年 ７月  委員会で事前審議 

１１月  委員会で事前審議 

令和６年 １月  小委員会で事前審議 

２月  委員会で事前審議、諮問の受理 

      ３月  小委員会で審議 

      ５月  委員会で審議 

      ６月  小委員会で審議 

      ７月  委員会で審議 
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３．自治基本条例の検証について 

【検証の方法】 

 自治基本条例が、本市のまちづくりの基本ルールとしてその役割を十分果た

せているかという視点に立ち、条例各条項が社会情勢に適合しているか検討を

行うとともに、条例各条項に基づく運用状況の調査を行いました。 

【検証の結果と答申への反映の考え方】 

 各条項について委員会で検証し、上記の整理および検討過程（委員会）で出さ

れた意見をふまえて、それぞれ以下のように整理することとしました。 

（ア）条文見直しが必要と判断するもの 

（イ）運用面で改善が必要と判断するもの 

（ウ）継続して検討が必要と判断するもの 

（エ）課題および特記事項はないと判断するもの 

≪検証のイメージ≫ 

４．諮問に対する調査（検証）の結果 

【検証の結果】 

現行の条例について、社会情勢への適合及び運用状況の調査を確認した結果、

第２条定義関係、第８条市民の責務関係、第 13 条のコミュニティ関係、及び第

24 条の危機管理関係の４つの条文について、文言の修正が必要とし、新たに「事

業者」に関する条項の追加が必要と判断しました。その他の項目については、社

会情勢への適合、運用状況ともに適当であり、問題ないと判断しました。 
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また、条文の修正までは必要ないものの、今後も検討が必要な条文については

引き続き議論を重ねていきます。 

 各条項の検証結果は次のとおりです。

＜表の見方＞ 

 ①社会情勢への適合    〇…適合している 

              △…今後の検討を要する 

              ×…適合していない 

 ②運用状況の調査     〇…適正に運用されている 

              △…今後の検討を要する 

              ×…適正に運用されていない 

 ③検証結果        ア…条文見直しが必要と判断するもの 

              イ…運用面で改善が必要と判断するもの 

              ウ…継続して検討が必要と判断するもの 

              エ…条文見直しの必要および特記事項はない 

と判断するもの 

条項 見出し ①社会情勢 

 への適合 

②運用状況 ③検証結果 

前文 〇 〇 エ 

第１章 総則

第１条 目的 〇 〇 エ 

第２条 定義 △ △ ア 

第３条 条例の位置付け 〇 〇 エ 

第２章 自治の基本理念

第４条  〇 〇 エ 

第３章 自治の基本原則

第５条 参画及び協働の原則 〇 〇 エ 

第６条 情報共有の原則 〇 〇 エ 

第４章 自治を担う主体の責務等

第７条 市民の権利 〇 〇 エ 

第８条 市民の責務 △ △ ア 

第９条 議会の役割及び責務 〇 〇 エ 

第１０条 議員の責務 〇 〇 エ 
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第１１条 市長の役割及び責務 〇 〇 エ 

第１２条 職員の責務 〇 〇 エ 

第５章 コミュニティ

第１３条  △ △ ア 

第６章 市政運営

第１４条 市政運営の原則 〇 〇 エ 

第１５条 総合計画 〇 〇 エ 

第１６条 財政運営 〇 〇 エ 

第１７条 組織 〇 〇 エ 

第１８条 情報の公開及び提供 〇 〇 エ 

第１９条 個人情報の保護 〇 〇 エ 

第２０条 行政手続 〇 〇 エ 

第２１条 行政評価 〇 〇 エ 

第２２条 附属機関等の委員

の選任 

〇 〇 エ 

第２３条 説明責任 〇 〇 エ 

第７章 危機管理

第２４条  △ △ ア 

第８章 市民意思の表明及び尊重

第２５条 意見等への対応 〇 〇 エ 

第２６条 市民政策コメント 〇 〇 エ 

第２７条 住民投票 〇 〇 エ 

第９章 国及び自治体等との連携及び協力

第２８条  〇 〇 エ 

第１０章 市民自治推進委員会

第２９条  〇 〇 エ 

第１１章 条例の見直し

第３０条  〇 〇 エ 
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５．条例見直しに関する提案 

１．定義について                 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによります。 

（１） 市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内にお

いて事業若しくは活動を行う団体をいいます。 

（２） 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（３） 市 議会及び執行機関をいいます。 

（４） 参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過

程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。 

（５） 協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主体性を

尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。 

（６） コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのもとで

自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行うものをいいま

す。 

【改正理由】 

定義に記載する用語は、誰が読んでも共通の認識を持てることが大前提です。

そのため、自治基本条例を読む上で欠かせない「自治」を定義するとともに、「協

働」をより市民目線のわかりやすい表現にすべきと考えます。 

また、「コミュニティ」は、過去の答申においても、表現が曖昧であると意見

しています。コミュニティに包含される各組織は、自治の要となる組織であり、

その存在は明確に表現すべきと考えます。 

さらに、本市では、令和５年２月に公民連携デスクを開設し、令和６年４月か

ら地区公民館の利用対象者を拡大するなど、民間事業者等のまちづくりへのか

かわりが広がっています。地域社会への事業者の参画が進んでいることを踏ま

え、「事業者」を定義し、併せてその役割等を明らかにすることが、本市のより

一層のまちづくりの推進を図ることができると考えます。 

【提案内容】 

以下に、改正理由を踏まえた第２条の条文案を提案しますので、見直しの際は

参考としてください。 
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによります。 

（１） 市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内にお

いて事業若しくは活動を行う個人若しくは団体（以下「事業者」といいます。）

をいいます。 

（２） 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

（３） 市 議会及び執行機関をいいます。 

（４） 自治 市民及び市が主体となって、まちづくりを自ら考え進めていく

ことをいいます。 

（５） 参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過

程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。 

（６） 協働 市民及び市が、共通の目的を効果的に達成するために、それぞ

れの役割と責任を自覚し、互いの主体性を尊重しながら、対等な立場で協力し

て課題解決に取り組むことをいいます。 

（７） 地域組織 市内の一定の地域を基盤とした市民によって構成され、地

域の課題の解決及び相互の連携を図るために活動する自治会及び地域運営組

織等の組織をいいます。（地域コミュニティのことをいいます。） 

 (８) 非営利組織 自主的に公益性を有する活動を行う団体であって、営利

を主たる目的とせず活動する組織（前号に定めるものを除きます。）をいいま

す。（テーマコミュニティを含みます。）

【附帯意見】 

 鳥取市では、鳥取市自治連合会等と連携して自治会への加入促進に取り組ん

でいますが、自治会加入率は減少傾向にあります。この度の見直しにおいて、本

条例に自治会加入の条文を追加するかどうか議論しましたが、本条例は理念条

例であり、特定の任意団体である自治会への加入促進を謳うことは本条例には

そぐわないと判断し、条文追加を見送りました。 

 一方で、本委員会でも自治会加入率の低下は近々の課題であることを認識し

ており、何らかの策を講じねばならないという議論を行いました。他の自治体の

事例を参照し、引き続き検討を進めていただきたいと考えています。 
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２．市民の権利及び市民の責務について             

(市民の権利) 

第 7 条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を

有します。 

(1) まちづくりに参画し、協働すること。 

(2) 市が保有する情報を知ること。 

(3) 行政サービスを受けること。 

(市民の責務) 

第 8 条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる責務を負

います。 

(1) まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動に責任を

持つよう努めること。 

(2) 行政サービスに伴う負担を分任すること。 

【改正理由】 

 自治基本条例では、市民は権利が保障されると同時に責務を有することを規

定しています。この責務は一個人も有しているとされていますが、条例によって

義務づけられることに対して、抵抗を感じる方もいらっしゃると考えます。また、

責務を果たすことができない方が批判の対象となることも考えられます。この

ことによって、市民による自治が委縮することは避けなければなりません。 

本条例が、市民による自治の委縮へつながることがないよう配慮する必要が

あることから、市民が有する責務を一括りにして明記しない条文に見直した方

が良いと考えます。 

【提案内容】 

以下に、改正理由を踏まえて、第７条及び第８条の条文案を提出しますので、

見直しの際は参考としてください。 

（市民の権利） 

第７条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で次に掲げる権利を有

します。 

（１） 自らも自治の主体であることを自覚し、まちづくりに参画し、協働す

ること。

（２） 市が保有する情報を知ること。 

（３） 行政サービスを受けること。 
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【附帯意見】 

ただし、権利のみを規定し、それに伴う責務を全く規定しないことは偏って

いるように見えるとの意見もありました。より多くの市民が自らまちづくりや

自治に関わりを持てる地域社会を目指すことが望ましいですが、自治の主体と

しての自覚を持ち、発言や行動することは必要と考えます。

また、第７条第１項において、「市民は、人として尊重され」とあります

が、市民には個人に加えてさまざまな団体が含まれています。そのため、団体

も人として尊重されると読み取ることも可能なため、わかりにくい表現となっ

ていると考えます。 
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３．事業者について        

【改正理由】 

「１．定義について」において記述しましたが、本市においても、民間事業者

等の地域社会への参画が進んでいます。一方で地域社会の変化により、複雑かつ

様々な課題が発生しています。市や地域が抱える課題を解決し、持続可能で豊か

な地域社会の実現において、事業者が与える影響力は大きく、その存在は欠かせ

ないものとなっています。 

このことから、地域組織等を含めた事業者の権利や役割を条例において市民

の権利とは別に明らかにし、より一層の参画を推進することが必要と考えます。 

【提案内容】 

以下に、改正理由を踏まえて、第４章第１節に追加する条文案を提出しますの

で、見直しの際は参考としてください。 

（事業者の権利及び役割） 

第●条 事業者は、地域社会に関わる多様な主体の一員として、市民と協働

し、まちづくりに参加することができます。 

２ 事業者は、地域環境に配慮するとともに、地域社会と協調し、その発展に

寄与する役割を担います。 
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４．コミュニティについて             

第５章 コミュニティ 

第１３条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすことを

認識し、コミュニティを守り育てます。 

２ 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。 

３ コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組

を進めます。 

４ 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行うよ

う努めます。 

５ 市長は、地区公民館等をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、その

充実及び強化に努めます。 

【改正理由】

 「１．定義について」において、コミュニティを地域組織及び非営利組織とし

て明確に表現することを提案しました。第 13 条においても、同様に表現する見

直しが必要です。加えて、明確に表現した地域組織及び非営利組織について、そ

の役割を条文へ明記することにより、市民によりわかりやすい条文になります

ので、それぞれの役割について新たに条項を設けると良いと考えます。 

 また、第２項は「市民の責務」が記載されています。市民の自らの意思により

地域組織や非営利組織の活動に参画できるよう、表現を見直す必要があると考

えます。 

【提案内容】 

以下に、改正理由を踏まえて、第１３条および同条の枝番号として追加する条

文案を提出しますので、見直しの参考としてください。 

第５章 地域組織及び非営利組織 

第１３条 市民及び市は、地域組織及び非営利組織（以下、地域組織等といい

ます。）が自治に重要な役割を果たすことを認識し、地域組織等を守り育てま

す。 

２ 市は、市民が地域組織等の活動へ積極的に参加できる環境の整備に努め

ます。 

３ 市長は、地域組織等の活動に財政的な支援その他必要な支援を行うとと

もに、地区公民館等を活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に努めま

す。 
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（地域組織の役割） 

第１３条の２ 地域組織は、その地域における市民の主体的な活動及び助け

合いの拠りどころになるとともに、地域の将来を見据え、その特性を活かした

課題解決を図り、豊かで住みよい地域づくりを実現する役割を担います。

（非営利組織の役割） 

第１３条の３ 非営利組織は、その活動が広く市民に理解されるよう周知す

るとともに、自らの社会的意義及び責任を自覚し、それぞれの専門的知識を活

かしたまちづくりを実現する役割を担います。 

【附帯意見】 

 後継者やなり手がなく、高齢化が進んでいる自治会等の地域組織が多くなっ

ています。地域組織などを具体的に表現し、役割を明記する一方で、地域組織な

どがどこまでできるのか、やるべきかといった話をしていく必要があると考え

ます。 
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５．危機管理について                     

第２４条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態（以

下「災害等」といいます。）から守るため、災害等に強い都市構造の整備並び

に行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。 

２ 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全

確保に努めるとともに、その対応に当たっては、市民と連携を図ります。 

３ 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域において

相互に助け合えるよう、協力体制の整備に努めます。 

【改正理由】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、令和５年台風第７号の暴風雨によ

る災害により、地域社会は大きな社会的な影響、甚大な被害を受けました。これ

らの経験から、公助による危機管理の限界、自助・共助の重要性が改めて明らか

になりました。 

自助においては、日頃からの備えが不可欠であり、そのために様々な情報が地

域住民に提供されています。また、共助においては、市、地域組織及び非営利組

織が互いに連携し、災害等の発生に備えて、協力体制の整備に取り組んでいます。

災害時に市を含めたさまざまな主体が一丸となって対応できる体制の整備に取

り組むことが、災害時の迅速な対応につながると思いますので、条文の見直しが

必要と考えます。 

【提案内容】 

 以下に、改正理由を踏まえて、第２４条第３項の条文案を提案しますので、参

考としてください。 

３ 市及び地域組織等は、市民が、日頃から災害等の発生に備えるとともに、

災害等の発生時には自らの安全を確保し、地域において相互に助け合えるよ

う、協力体制の整備に努めます。 

【付帯意見】 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染症が市民生活を脅かす危機事

象であることが広く認知されました。感染症が社会的影響の大きい危機事象で

あることから、条文上に感染症を明記する是非を議論しましたが、条文内の事例

が充実して具体的になる一方で、感染症という言葉は多義的であることや、全体

として読みにくい条文となることから明記しないことで意見が一致しました。 
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６．まとめ（素案）

今回の答申は、市 からの諮問にありました①条例各条項が社会情勢に適合
しているか、②条例各条項に基づく運用状況の調査について確認し、自治基本条
例の見直しに関する項目及び見直しに関する議論で挙がった重要な意見を取り
まとめました。 

 ＜意見＞ 

 ・ 
 ・ 
 ・ 

数年間にわたるコロナ禍では、さまざまな活動が思うようにできない日々が
続きました。これにより、市  活はこれまでになく大きな影響を受けました。
昨年より、さまざまな制限がなくなり、徐々に活動が再開し、街に活気が戻って
きました。その矢先、昨年夏には大きな自然災害が鳥取市に甚大な被害をもたら
しました。この数年の間、さまざまな困難が降りかかり、それによって失ったも
のが多くありましたが、私たちはその困難を乗り越える過程で、普段の生活や組
織、活動などの意義を見つめ直す契機となるとともに、多くの気づきを獲得しま
した。 

 このような事態は、この先幾度となく私たちに降りかかり、地域社会に影響を
与え続けると考えます。困難を乗り越える過程で、得られるものを自治の最前線
に活かし、私たちの自治に確立し続ける必要があると考えます。そのため、市に
おいては、その気づきを踏まえて、社会変化に応じた条例の見直し等の検討を行
っていくことを求めます。 

今回の答申内容を自治基本条例見直し等の検討資料として活かし、自治を担
う主体である「市 」と「市」が互いの特性を活かした協働のまちづくりの推進
に向けて不断の努力を求めることを期待します。 



（案） 

令和６年度 参画と協働のまちづくりフォーラム 

～ 地域防災とまちづくり（仮題） ～

１．目的                                         

令和６年能登半島地震、平成３０年７月豪雨等、全国的に大規模災害が発生しています。鳥

取市では、昨年の令和５年台風第７号の暴風雨による災害が発生し、佐治町を中心に大きな被

害を受けました。

近年、毎年どこかで大きな自然災害が発生しており、近い将来に身近な場所で発生する可能

性があることから、各家庭では避難方法の確認や非常食を備蓄するといった備えに対して関心

が高まっています。地域においても、避難訓練や防災講習会など、災害時への備えが活発に行

われています。このような、災害の発生を前提にとした目に見える防災は、地域の防災力の向

上に大きく寄与しています。

一方で、各地域では、防災に関する活動のほか、環境美化活動や納涼祭等のさまざまな活動

や行事が行われています。地域住民の協力意識や顔の見える関係の構築につながっており、普

段の生活においては住民同士の支え合いの土台とっています。さらに、災害時の活動において

も円滑な共助のために必要な要素の１つとしても考えられます。

このような、普段の地域活動は、目に見えない防災として捉えることができるのではないで

しょうか。そして、目に見える防災と両輪となって取り組むことで、災害時の円滑な共助が行

えることが期待されます。地域で行われている活動等を目に見えない防災という視点から、そ

の意義を考える機会とすることを目的とします。

２．参加者（ターゲット）                                 

まちづくり協議会およびその関係団体 等（３名程度/地区 × 61地区 ＝ 180名）
※地域活性化のためイベント等を実施する組織側からの視点で防災について考えることに主

軸を置き、ターゲットを設定する。

３．予定日時（候補）                                   

11月 30日（土）、12月１日（日）、１月18日（土）のいずれか 

４．開催場所（候補）                                       

国府町コミュニティセンター（鳥取県鳥取市国府町庁 380）
※ 必要に応じてオンライン配信を併せたハイブリッド方式で実施

映像として記録し、啓発教材とする

５．内 容                                        

・講演会

・事例発表

・パネルディスカッション

 コーディネーター（１名）

 パネラー（４名）

５．主 催                                        

参画と協働のまちづくりフォーラム実行委員会 

 ※市民自治推進委員会、まちづくり協議会、鳥取市公民館連合会 等の組織から構成 

■ パネリスト候補 ■

・有識者（地域共生政策アドバイザー、学識経験者）

・NPO（とっとり震災支援連絡協議会 など）
・自治会、まちづくり協議会（佐治地区、美保南地区 など）

・大学関係（学生含む）

・県・市社会福祉協議会

・市関係部署

資料２



６．日程（案）                                     

１３：３０ 開会

      あいさつ   ――――――――――――――――――――――――――〔１０分〕

１３：４０ 講演会 ―――――――――――――――――――――――――――――〔４０分〕

      講 師                    

      演 題                    

１４：２０ 事例発表 ――――――――――――――――――――――――――――〔４０分〕

      ①                      （２０分）

      ②                      （２０分）

      令和５年台風７号の暴風雨による災害時の実際の対応

      多様な主体が一体となった地域防災体制の構築 など

１５：００ 休 憩 ―――――――――――――――――――――――――――――〔１５分〕

１５：１５ パネルディスカッション ―――――――――――――――――――――〔７５分〕

      テーマ「身近な地域活動と防災」など

      ・コーディネーター

      ・パネリスト（４名程度）

１６：３０ 閉会



■スケジュールのイメージ 

年度 月 市民自治推進委員会 委員会内容（条例見直し等） 
進行イメージ１ 

（１１月開催） 

進行イメージ２ 

（１月開催） 

令
和
５
年

２月 第４回委員会 見直し条項について意見交換 

３月 小委員会 見直し条項の審議 

令
和
６
年

４月   

５月 第１回委員会 答申書たたき台の確認 
・実行体制の決定 

・内容のたたき台の決定 ・実行体制の決定 

・内容のたたき台の決定 

６月 小委員会 答申書案について審議 

７月 第２回委員会 答申書案について確認 

８月 答申 
答申書案について最終確認 

市民自治推進委員会からの答申 
・実行委員会① 

（８月下旬から９月上旬） 
９月   実行委員会①（９月中旬） 

10月   ・実行委員会②（10月上旬） 
実行委員会② 

（10月中旬から11月中旬） 11月 第３回委員会 
条例案について意見交換 

意見書の作成について 

・実行委員会③（11月上旬） 

・フォーラム開催（11月下旬） 

12月   ・フォーラムの検証 実行委員会③（12月中旬） 

１月   フォーラム開催（１月中旬） 

２月 第４回委員会 意見書について フォーラムの検証 

３月   


